
東京都「年収の壁を知る」
第3回オンラインセミナー

10/24（木） 13:30~15:30

＜講師＞

近藤先生（社労士）、板倉先生（税理士） 1



年収の壁とは?6つの壁について

社会保険のメリット

社会保険加入要件について

厚生年金の受益と負担について

＜前半講義＞

令和6年10月
より変更!



そもそも、年収の壁とは??

税金や社会保険料の負担が生じることにより、
手取り額が減少する可能性がある年収のボーダーライン

社会保険料がかからないよう、
働く時間を抑える就業調整をしている方が
多くいらっしゃいます

年収の壁を
超えちゃいそうだな・・・
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＜年収の壁における、6つの壁＞

100万:住民税課税
住民税がかかりはじめる。

103万:所得税課税
所得税がかかりはじめる。

106万:ご自身に社会保険加入義務が発生
※勤務先の企業規模やご自身の労働時間等による。

130万:配偶者の社会保険扶養から外れる ※60歳以上の方は、180万
新たに勤務先の社会保険に加入する必要がある。

150万:所得税配偶者特別控除が満額受けられなくなる
配偶者の収入が増えるにしたがって段階的に控除額が減っていく。

201万:所得税配偶者特別控除がなくなる
配偶者の年収が201.6万円を超えると、配偶者特別控除がゼロになる。

大

大

影響度

影響度
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＜年収の壁における、6つの壁＞



a.収入（年収） 1,000,000 1,010,000

b.社会保険料 0 0

c.所得税 0 0

d.住民税 0 8,000

e.控除合計（b+c+d） 0 8,000

f.手取り額（a-e） 1,000,000 1,002,000

6

＜100万円の壁＞

■ご自身の手取り額の変化

住民税分、
収入が減ります。

住民税が発生

ご自身の給与に住民税がかかるようになります。
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＜103万円の壁＞

■ご自身の手取り額の変化

所得税と住民税分、
収入が減ります。

住民税に加え、
所得税も発生

ご自身の給与に所得税もかかるようになります。

a.収入（年収） 1,030,000 1,040,000

b.社会保険料 0 0

c.所得税 0 511

d.住民税 10,000 11,000

e.控除合計（b+c+d） 10,000 11,511

f.手取り額（a-e） 1,020,000 1,028,489
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＜106万円の壁＞

■ご自身の手取り額の変化

手取り額が14万円
ほど減ってしまう

社会保険料が発生
（年収の約15%)

所得税と住民税は
減る

a.収入（年収） 1,050,000 1,060,000

b.社会保険料 0 157,764

c.所得税 1,000 0

d.住民税 11,000 5,000

e.控除合計（b+c+d） 12,000 162,764

f.手取り額（a-e） 1,038,000 897,236

従業員数51人以上の会社にお勤めの場合、
ご自身も社会保険に加入することになり、社会保険料が発生します。
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＜130万円の壁＞

■ご自身の手取り額の変化

手取り額が16万円
ほど減ってしまう

社会保険料が発生
（年収の約15%)

所得税と住民税は
減る

a.収入（年収） 1,290,000 1,300,000

b.社会保険料 0 197,208

c.所得税 13,000 3,600

d.住民税 33,500 14,600

e.控除合計（b+c+d） 46,500 215,408

f.手取り額（a-e） 1,243,500 1,084,592

従業員数51人未満の会社にお勤めの場合、夫の扶養から外れ、
ご自身も社会保険に加入することになり、社会保険料が発生します。
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＜150万円の壁＞

所得税・住民税の
増加分、収入が
減ります。

所得税・住民税が
少しだけ増加

夫の年収は
変わらないと想定

■ご自身の収入が150万円→151万円になった際の
配偶者（夫）の手取り額の変化

配偶者特別控除の段階的な縮小が始まります。
夫の給与にかかる所得税・住民税が少しずつ上がり始めます。

a.配偶者（夫）の収入（年収）5,000,000 5,000,000

b.社会保険料 777,000 777,000

c.所得税 98,169 99,190

d.住民税 207,300 209,300

e.控除合計（b+c+d） 1,082,469 1,085,490

f.手取り額（a-e） 3,917,531 3,914,510
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＜201万円の壁＞

所得税・住民税の
増加分、収入も
少し減ります。

所得税・住民税が
少しだけ増加

夫の年収は
変わらないと想定

配偶者特別控除が完全になくなります。
夫の給与にかかる所得税・住民税が少しだけ上がります。

a.配偶者（夫）の収入（年収）5,000,000 5,000,000

b.社会保険料 777,000 777,000

c.所得税 132,526 135,589

d.住民税 237,300 240,300

e.控除合計（b+c+d） 1,146,826 1,152,889

f.手取り額（a-e） 3,853,174 3,847,111

■ご自身の収入が201万円→202万円になった際の
配偶者（夫）の手取り額の変化



年収の壁とは?6つの壁について

社会保険のメリット

社会保険加入要件について

厚生年金の受益と負担について

＜前半講義＞

令和6年10月
より変更!
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<社会保険（狭義）の種類>

厚生年金 健康保険 介護保険

病気やけがをした
場合に、誰もが安心
して医療にかかること
ができるための保険

老齢・障害・死亡等
伴う稼働所得の減少
を補填し、高齢者・
障害者および遺族の
生活を所得面から
補償する。

加齢に伴い要介護
状態になった人を
社会全体で支える
ための保険
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出典:厚労省

＜社会保険加入メリット＞
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＜傷病手当金の支給例＞

■計算例
標準報酬:126,000円の場合

126,000円÷30×2/3＝１日あたり2,800円
※最⾧１年６ヵ月の支給を受けることができる。
労務不能となって４日目からの支給となる。

■条件
・医師による、労務不能であることの証明
・会社による、給与を得られないことの証明 など
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出典:厚労省

＜厚生年金メリット＞
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出典:厚労省

＜加入年数と年間給与額ごとの厚生年金年額表＞

例えば、年間給与額120万円で25年間厚生年金に加入すると・・・
基礎年金分816,000円に、厚生年金分149,200円が加算されます。

＜厚生年金メリット＞

（単位:円）

年間給与

加入年数



<参考＞老齢年金受給額イメージ

○平均受給月額（令和4年度末）

・国民年金加入者 56,316円

・厚生年金加入者 143,973円

⇒厚生年金に加入していれば、約9万円の月額年金収入の差となる。
⇒夫婦それぞれで受給できれば、30万円近い世帯月額収入となる。
65歳～89歳までの25年間の累計は、1億円近くに上る。

・＜参考＞標準的なモデル夫婦世帯※ 230,487円
※平均的な収入で40年間働いた夫と、専業主婦（社会保険未加入）の世帯
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11.58%（健康保険料）＋18.3%（厚生年金保険料）＝約30%

→この約30%を事業者と折半するため、自己負担額は報酬額の約15%となります。
※40歳未満の場合は、介護保険料負担がないため、約14%

自己負担額（全額の1/2） ※協会けんぽの場合

＜社会保険の保険料＞
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＜社会保険について＞

社会保険に加入すれば、
社会保険料はかかってくるものの、

傷病手当金や、将来の年金の増額のメリットを
享受することができ、
人生に「安心」と「安定」を得ることができます。

しかも、社会保険料の半分は、事業者負担となります。

ポイント☆



年収の壁とは?6つの壁について

社会保険のメリット

社会保険加入要件について

厚生年金の受益と負担について

＜前半講義＞

令和6年10月
より変更!
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＜パート従業員の社会保険加入条件＞

①週の所定労働時間および月の所定労働日数が、
常時雇用の従業員の4分の3以上である者

②厚生年金加入従業員数51人以上の会社等に
お勤めで、以下4つの要件をすべて満たす者

1.週の所定労働時間20時間以上
2.所定内賃金が月額8.8万円以上（残業代、通勤費は含まず）
3.2か月を超えて働く見込み
4.学生ではない
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＜パート従業員の社会保険加入条件①＞

週の所定労働時間および月の所定労働日数が、
常時雇用されている従業員の4分の3以上である者

＜例＞正社員の所定労働時間が週40時間の場合

週40時間×3/4=30時間 となります。

⇒週30時間以上の方は、
社会保険に加入となる可能性が高いです。
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事業者基準

今年10月から、従業員数※51人以上の事業者にお勤めの方も対象に。
※適用事業所の厚生年金保険の被保険者の総数（短時間労働者は含まない、共済組合員を含む）

出典:厚労省

週
の
勤
務
時
間

＜パート従業員の社会保険加入条件②＞
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労働者の基準

出典:厚労省

残業代、賞与、通勤手当等は含みません

＜パート従業員の社会保険加入条件②＞



方向性検証ポイント

拡大（ほぼ全ての短時間労働者が対象に）厚生年金の対象

今回は見送りか。基礎年金の納付期間延⾧
（40年間→45年間）

未定基礎年金の給付抑制制度（マクロ経済スラ
イド）の早期停止

未定在職老齢年金による年金減額分を緩和し、
高齢者の就労を促進

未定保険料の基準額上限アップ
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＜2025年は年金制度改革の年＞

社会保険適用事業所のさらなる拡大の方向性が示されています。
51人未満の会社や、一部の個人事業主にも適用が拡がる可能性があります。
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＜国（厚労省）の支援策＞

出典:厚労省

令和5.10～
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＜東京都の支援策＞

いわゆる配偶者手当を見直す企業に、10万円を交付します!



年収の壁とは?6つの壁について

社会保険のメリット

社会保険加入要件について

厚生年金の受益と負担について

＜前半講義＞

令和6年10月
より変更!
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※協会けんぽの場合

＜厚生年金の保険料＞

標準報酬額

等級 月額

1 88,000 83,000～93,000 8,052

2 98,000 93,000～101,000 8,967

3 104,000 101,000～107,000 9,516

4 110,000 107,000～114,000 10,065

5 118,000 114,000～122,000 10,797

6 126,000 122,000～130,000 11,529

7 134,000 130,000～138,000 12,261

8 142,000 138,000～146,000 12,993

9 150,000 146,000～155,000 13,725

10 160,000 155,000～165,000 14,640

報酬月額
厚生年金保険料

（自己負担分）
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＜保険料例＞

●時給1,200円×週25時間×月4週平均 とすると、
月収120,000円（年収換算1,440,000円）

前ページの表から、
標準報酬額:118,000円
⇒厚生年金保険料:10,797円

※別途、健康保険料6,832円がかかります。
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＜年金支給開始繰り下げについて＞
＜支給を繰下げた場合の増額率＞

１ヵ月あたり0.7%の増額率
⇒60ヵ月(5年)繰下げ・・・42％増 120ヵ月(10年)繰下げ→84％増
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＜厚生年金額のシミュレーション＞

例）年収120万円 1５年間加入
⇒基礎年金等に上乗せとなる受給額:89,500円/年

●支給開始時の年齢と89歳までの累計受取額
・65歳 89,500円・・・2,237,500円（25年間）
・70歳 127,090円・・・2,541,800円（20年間）
・75歳 164,680円・・・2,470,200円（15年間）

●厚生年金保険料
10,797円×15年間（180ヵ月）＝1,943,460円
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＜公的年金シミュレーションの紹介＞

ご自身の働き方や暮らし方の変化に応じて将来受け取る
年金額をカンタンに試算できます!

出典:厚労省
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＜公的年金シミュレーションの紹介＞

出典:厚労省
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＜公的年金シミュレーションの紹介＞

出典:厚労省

ぜひご活用ください!
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年収別これから「どうなる?」「どうする?」

個人事業主、ダブルワークの場合

＜後半講義＞

今後に向けたメッセージ
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＜最低賃金の上昇の影響について＞
●最低賃金の上昇（令和6年10月～）

東京都:1,113円 → 1,163円（50円UP）

907 
932 

958 
985 

1,013 1,013 
1,041 

1,072 

1,113 

1,163 

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

参考・東京都最低賃金の推移

毎年着実に上昇を続け、この面での処遇改善は進められています。
今後も上昇が続く可能性が高いです。（政府は2020年代中に1,500円に
到達することを目指しています。）
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■前提状況

・勤務先は、社保加入済み従業員数70名の中小企業

・社会保険は夫の扶養に入っていて第三号被保険者。
夫の会社の配偶者手当をもらいつつ、税金もかからないようにと、
年収100万円以下になるよう労働時間を調整している。

・今後、年金受給開始となる65歳まではずっと働こうと思っている。

・現在の働き方:年収100万円
時給1,200円 1日5時間 週3日程度（年間165日）勤務

＜ケース① 年収100万円の方の場合＞



41

＜年収の壁における、6つの壁＞

100万:住民税課税
住民税がかかりはじめる。

103万:所得税課税
所得税がかかりはじめる。

106万:ご自身に社会保険加入義務が発生
※勤務先の企業規模やご自身の労働時間等による。

130万:配偶者の社会保険扶養から外れる ※60歳以上の方は、180万
新たに勤務先の社会保険に加入する必要がある。

150万:所得税配偶者特別控除が満額受けられなくなる
配偶者の収入が増えるにしたがって段階的に控除額が減っていく。

201万:所得税配偶者特別控除がなくなる
配偶者の年収が201.6万円を超えると、配偶者特別控除がゼロになる。

大

大

影響度

影響度

再掲
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＜ケース① 年収100万円の方の場合＞

≪手取り収入は?≫
社会保険に加入する義務はないため、基本的には変わりません。
夫の配偶者手当は、今後縮小、廃止に向かう可能性が高いです。

≪健康保険は?≫
こちらも変わりません。夫の社会保険の保険証が引き続き利用できます。
ただ、ご自身で加入する場合のメリットである傷病手当金と出産手当金も
対象外のままとなります。
※P20参照

≪将来の年金年額は?≫
基礎年金のみの受給となり、厚生年金による上積みはありません。
◆基礎年金分:年間 約81万円 （満額の場合）

これからどうなる？
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＜ケース① 年収100万円の方の場合＞

□選択肢1:このままの労働時間を維持
⇒手取り収入は維持できますが、社会保険未加入のままとなり、
社会保険のメリット確保や将来の年金額の上積みはできません。

□選択肢2:可能な範囲で労働時間を増やし、社会保険に加入。
⇒例えば年収120万円まで労働時間を増やせば（1日1時間程度
増やせば）、社会保険料を支払っても手取り収入は維持されます。
また、社会保険に加入するため傷病手当金などのメリットが受け
られるようになるほか、将来の年金額が上積みされます。

※上積みとなる年金年額と89歳までの25年間累計額の目安
-45歳だと 年間 約12万円・・・累計300万円
-50歳だと 年間 約 9万円・・・累計225万円
-55歳だと 年間 約 6万円・・・累計150万円

これからどうする？



（単位:円）

年間給与

加入年数
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出典:厚労省

＜加入年数と年間給与額ごとの厚生年金年額表＞

例えば、年間給与額120万円で25年間厚生年金に加入すると・・・
基礎年金分816,000円に、厚生年金分149,200円が加算されます。

＜厚生年金メリット＞ 再掲
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■前提状況

・勤務先は、社保加入済み従業員数70名の中小企業

・今まで社会保険は夫の扶養に入っていて第三号被保険者だったが、
3か月ほど前に会社から、「制度が変わるから、このままだと社保に加入
してもらうことになりますね」と言われ、これから働く時間を短くするべきか
どうか迷っている。

・今後、年金受給開始となる65歳まではずっと働こうと思っている。

・現在の働き方:年収120万円
時給1,200円 1日5時間 週4日程度（年間200日）勤務

＜ケース② 年収120万円の方の場合＞
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＜年収の壁における、6つの壁＞

100万:住民税課税
住民税がかかりはじめる。

103万:所得税課税
所得税がかかりはじめる。

106万:ご自身に社会保険加入義務が発生
※勤務先の企業規模やご自身の労働時間等による。

130万:配偶者の社会保険扶養から外れる ※60歳以上の方は、180万
新たに勤務先の社会保険に加入する必要がある。

150万:所得税配偶者特別控除が満額受けられなくなる
配偶者の収入が増えるにしたがって段階的に控除額が減っていく。

201万:所得税配偶者特別控除がなくなる
配偶者の年収が201.6万円を超えると、配偶者特別控除がゼロになる。

大

大

影響度

影響度

再掲
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＜ケース② 年収120万円の方の場合＞

≪手取り収入は?≫
社保に加入し、保険料を負担することになるため手取り収入は減少します。
年収120万円ー社会保険料約18万=102万円

≪健康保険は?≫
ご自身で加入することになるため、会社から支給される健康保険証で
医療機関等にかかることになります。
（今までの保険証は夫の会社に返納します）
また、メリットとして、傷病手当金と出産手当金の対象となります。
※P20参照

これからどうなる？
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＜ケース② 年収120万円の方の場合＞

≪将来の年金年額は?≫
社保加入で基礎年金に加え、厚生年金部分も生涯にわたり受給できます。

◆基礎年金分:年間 約81万円（満額の場合）に加え、

◆厚生年金分:
65歳まで勤務を続けるとすると、
・現在45歳だと年間 約12万円が上積み・・・累計300万円
・現在50歳だと年間 約 9万円が上積み・・・累計225万円
・現在55歳だと年間 約 6万円が上積み・・・累計150万円
※上記いずれも65歳受け取り開始
※ご自身の細かい年金額は、「公的年金シミュレーション」でご確認いただけます。

これからどうなる？
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＜ケース② 年収120万円の方の場合＞

□選択肢1:労働時間を減らし、年収を106万円以内に落とす。
⇒社会保険未加入のままとなり、社会保険料は引かれませんが、
傷病手当金などのメリットや、将来の年金額の上積みは
得られません。また、もちろん年収は120万円から下がります。

□選択肢2:このままの労働時間を維持。
⇒手取り収入は18万円ほど減りますが、社会保険に加入するため、
傷病手当金などのメリットが受けられるほか、将来の年金額が
上積みされます。（前ページのとおり）

□選択肢3:可能な範囲で労働時間を増やし、手取り収入も維持。
⇒例えば年収145万円まで労働時間を増やせば（1日1時間程
増やせば）、社会保険に加入して傷病手当金などのメリットや
将来の年金上積みを確保しつつ、手取り収入も維持できます!

これからどうする？
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■前提状況

・勤務先は、社保加入済み従業員数70名の中小企業

・既に社会保険には加入している。人手が不足している会社から、
「もう少しシフトを増やしてほしい。」と頼まれている。
子どもが手が離れてきたので検討してもよいと思っているが、
年収の壁により世帯収入が減ってしまう働き損はしたくない。

・今後、年金受給開始となる65歳まではずっと働こうと思っている。

・現在の働き方:年収140万円
時給1,200円 1日6時間 週4日程度（年間195日）勤務

＜ケース③ 年収140万円の方の場合＞
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＜年収の壁における、6つの壁＞

100万:住民税課税
住民税がかかりはじめる。

103万:所得税課税
所得税がかかりはじめる。

106万:ご自身に社会保険加入義務が発生
※勤務先の企業規模やご自身の労働時間等による。

130万:配偶者の社会保険扶養から外れる ※60歳以上の方は、180万
新たに勤務先の社会保険に加入する必要がある。

150万:所得税配偶者特別控除が満額受けられなくなる
配偶者の収入が増えるにしたがって段階的に控除額が減っていく。

201万:所得税配偶者特別控除がなくなる
配偶者の年収が201.6万円を超えると、配偶者特別控除がゼロになる。

大

大

影響度

影響度

再掲
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＜ケース③ 年収140万円の方の場合＞

≪手取り収入は?≫
これまでと変わりません。

≪健康保険は?≫
これまでと変わりません。
傷病手当金等のメリットを確保できます。

≪将来の年金年額は?≫
これまでと変わらず、基礎年金に加え、厚生年金部分も生涯にわたり受給
できます。

これからどうなる？
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＜ケース③ 年収140万円の方の場合＞

□選択肢1:このままの労働時間を維持。
⇒基本的に今までと変化はありません。傷病手当金や将来の年金
上積みを確保できます。（前ページのとおり）

□選択肢2:可能な範囲でシフト（労働時間）を増やす。
⇒年収150万円を超えると、夫の給与にかかる配偶者特別控除
額が段階的に減っていき、夫の税金が少しだけ増えます。つまり
”働き損”が少しだけ発生することになります。
ですが、基本的にはそれにより世帯年収が減ることはありません。
会社の期待に応え、ご自身のキャリアアップのためにも、可能な
範囲でシフトを増やしてみてはいかがでしょうか。

これからどうする？
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＜従業員数51人未満の会社にお勤めの場合＞

○令和6年10月現在、前掲の加入条件②の対象外です。
つまり基本的には加入条件①のみが、社会保険加入有無を
決めます。

○そのため、健康保険や年金は、今までと基本的には変わりありま
せん。

○ですが、社会保険適用事業者の拡大の方向性は今後も続く
可能性があるため、加入条件②の対象に含まれる時がくることを
想定しておくことが重要です。
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＜パート従業員の社会保険加入条件＞

①週の所定労働時間および月の所定労働日数が、
常時雇用の従業員の4分の3以上である者

②厚生年金加入従業員数51人以上の会社等に
お勤めで、以下4つの要件をすべて満たす者

1.週の所定労働時間20時間以上
2.所定内賃金が月額8.8万円以上（残業代、通勤費は含まず）
3.2か月を超えて働く見込み
4.学生ではない

再掲
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＜パート従業員の社会保険加入条件①＞

週の所定労働時間および月の所定労働日数が、
常時雇用されている従業員の4分の3以上である者

＜例＞正社員の所定労働時間が週40時間の場合

週40時間×3/4=30時間 となります。

⇒週30時間以上の方は、
社会保険に加入となる可能性が高いです。

再掲
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事業者基準

今年10月から、従業員数※51人以上の事業者にお勤めの方も対象に。
※適用事業所の厚生年金保険の被保険者の総数（短時間労働者は含まない、共済組合員を含む）

出典:厚労省

週
の
勤
務
時
間

＜パート従業員の社会保険加入条件②＞ 再掲



方向性検証ポイント

拡大（ほぼ全ての短時間労働者が対象に）厚生年金の対象

今回は見送りか。基礎年金の納付期間延⾧
（40年間→45年間）

未定基礎年金の給付抑制制度（マクロ経済スラ
イド）の早期停止

未定在職老齢年金による年金減額分を緩和し、
高齢者の就労を促進

未定保険料の基準額上限アップ

58

＜2025年は年金制度改革の年＞ 再掲

社会保険適用事業所のさらなる拡大の方向性が示されています。
51人未満の会社や、一部の個人事業主にも適用が拡がる可能性があります。



年収別これから「どうなる?」「どうする?」

個人事業主、ダブルワークの場合

＜後半講義＞

今後に向けたメッセージ
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＜個人事業主の場合＞

○個人事業主の方も、年間収入が130万円（60歳以上の方は180万円）
未満であれば、配偶者の社会保険の扶養に入ることができます。※1

※1 年間収入額が、同一世帯の配偶者の半分未満あるいは、
非同一世帯の配偶者からの仕送り額未満であることなど、要件あり。

○年間収入が130万円（60歳以上の方は180万円）以上の
場合には、ご自身で国民健康保険※2 、国民年金に加入する
ことになります。

※2 業界に特化した国民健康保険組合や、地方自治体で設置した組合の場合もあり。

○また、年金については、国民年金（基礎年金）保険料を支払いつつ、
任意で「国民年金基金」や「個人型確定拠出年金」などに加入
することができます。
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＜国民健康保険の保険料例＞

※新宿区の令和6年度の例
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＜国民年金について＞

◆保険料（令和6年度）:一律16,980円/月

国民年金の一般保険料に加えて付加保険料（月々４００円）を納めると
老齢基礎年金（満額で約81万円）に付加年金が上乗せされます。
付加年金の年金額は、２００円×付加保険料納付月数となります。

例）付加保険料を240か月（20年間）納めた場合
上乗せ年金額:200円×240か月＝48,000円（年額）

※主な留意点
・納付を希望する場合には、手続きが必要です。
・国民年金基金との併用は不可

付加年金制度について
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＜ダブルワークをしている場合＞

社会保険加入についてパターン

加入しない。

①２つの事業所双方で、
社会保険加入条件を
満たしていない。

その片方の事業所で加入する。

※報酬月額も合算せず、片方の事業所での報酬月額
のみが保険料の基準となる。

②片方の事業所のみ、
社会保険加入条件を
満たしている。

両方の事業所で加入し、
健康保険証はどちらか片方を選択して発行する。

※報酬月額は合算され、その合算額が保険料の基準
となる。→その分、将来の年金額は増えます。

③２つの事業所双方で、
社会保険加入条件を
満たしている。



64



年収別これから「どうなる?」「どうする?」

個人事業主、ダブルワークの場合

＜後半講義＞

今後に向けたメッセージ



＜就業パターン別 世帯の生涯収入について＞

結婚や出産を機に一度退職しても、そのあとにパートも含めてまた働いて
社会保険に加入することで、特に65歳以降の暮らしが豊かになります。

出典:東京都暮らし方会議資料



＜就業パターン別 世帯の生涯収入について＞

妻が働くことにより得られる生涯収入に比べると、夫の配偶者手当や税金の配偶
者控除から得られるメリットは、金額的にかなり小さいです。
しかも、今後配偶者手当はなくなる方向性にあります。

出典:東京都暮らし方会議資料
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「東京くらし方会議」

＜参考・東京くらし方会議について＞
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＜年収の壁を超えるメリット・デメリット＞

メリット
○社会保険に加入することで、将来の安心と安定を得ることができます。

しかもその保険料は労使折半です。
○職場でのキャリアアップや昇給、やりがいアップにつながる可能性が

あります。

○社会保険料や税金の増額分、手取り額が収入額から減ります。
○配偶者のお勤め先から、いわゆる配偶者手当を受け取れなくなる可能性が
あります。
※配偶者手当は廃止の方向で見直しが進んでいます。

デメリット
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＜今後に向けたメッセージ＞

○ここまでみてきたように、現在の手取り収入額に大きく影響を与えるのは、
社会保険に加入するか否かです。

○折しも最低賃金は上昇し続けていて、年収を増やすための強力な
追い風になっています。

○社会保険に加入することを決めたら、あとは働ける分、または働きたい分、
存分に働いて年収を増やしていくのが良いでしょう。

○自分自身にとって最適な「ライフ・ワークバランス」を
しっかり考えて、年収の壁について正しく理解することで、
それを実現するための働き方を見つけていきましょう!


